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	募集中
	特許・意匠・商標の海外出願に係る
	経費の一部を助成します！
	国際的な事業展開や知的財産権の 侵害に対応するために、海外への 特許・意匠・商標の出願を支援します。


	海外出願補助金
	募集期間
	第1回　５月２５日（月）から　７月２４日（金） 第2回　８月２４日（月）から１０月２３日（金）
	対象

	自ら出願人となり外国特許庁へ特許等の出願を行う 秋田県内に事業所を有する中小企業者等
	助成対象 経費

	外国特許庁への出願に要する経費、現地代理人や国内代理人、 翻訳費用に要する経費等
	上限額

	助成対象経費の ２分の１以内
	ご質問・お問い合わせはお気軽にご連絡ください！
	(公財)あきた企業活性化センター　知財・デザイン支援課
	018-860-5614


